
≪平成27年第1回大空町議会定例会一般質問通告内容集約書≫ 

 

【４名７件】          〔平成27年2月26日整理・大空町議会事務局〕 

質問日 順 質問者 質問事項 頁 

 

3月6日 
（金曜日） 

１ 

原本 哲己  議員 

(質問時間30分) 

質問受付： 

平成27年2月23日 

午後4時16分 

１．高等学校の将来について １ 

２ 

上地 史隆 議員 

(質問時間30分) 

質問受付： 

平成27年2月24日 

午前10時42分 

１．介護報酬削減改定について 

２．既存施設の有効活用について 
２ 

３ 

品田 好博  議員 

(質問時間45分) 

質問受付： 

平成27年2月26日 

午前11時26分 

１．大空町両地域間の地域交通のあり

方をどう考えているか 

２．ふれあいトークの参加状況はどう
なのか、問題点をどう考えているか 

３．女満別幼稚園の改築についてどう
考えるか 

3 

４ 

齋藤 宏司  議員 

(質問時間30分) 

質問受付： 

平成27年2月26日 

午後4時46分 

１．合併後に調整が必要な事務事業の
進捗状況について 

4 

 

※ 一般質問は「一問一答方式」にて、通告順により行われます。 

※ 傍聴席入口に掲示の傍聴規則を順守の上、携帯電話の電源はお切りくださるようご協力をお願いし

ます。 

※ ご不明な点などがありましたら、議会事務局までお問い合わせください。 
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◆ 一般質問者：【議席番号 ３番 原 本 哲 己  議員】           Ｎｏ．１ 

質 問 事 項 質 問 の 要 旨 質問相手 

１．高等学校の将来に

ついて 

① 大空町には女満別地区、東藻琴地区それぞれに高校が

あるが、近年入学応募数が減少し、来年度にいたっては
女満別高校１４人、東藻琴高校２３人となっています。

両高校とも、それぞれに特色ある学校として地域とも深
く関わりを持っています。しかし近年の状況から、存続
についての心配が町民の間に出てきています。どのよう
に存続を考えているかお聞きしたいと思います。 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

町 長 

 
教育長 
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◆ 一般質問者：【議席番号 １番 上 地 史 隆  議員】           Ｎｏ．２ 

質 問 事 項 質 問 の 要 旨 質問相手 

１．介護報酬削減改定

について 

① 介護報酬削減による町内の福祉事業所の影響について 

 

 

 

 

 

 

 

② 削減により、介護従事者にどのような影響が出るのか 

 

 

 

 

 

 

 

町 長 

２．既存施設の有効活
用について 

① 老朽化した施設の集約、別の用途に転用する考えはあ

るのか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 長 
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◆ 一般質問者：【議席番号 ５番 品 田 好 博  議員】           Ｎｏ．３ 

質 問 事 項 質 問 の 要 旨 質問相手 

１．大空町両地域間の

地域交通のあり方を
どう考えているか 

① 現在の地域間バス運行の実績 

  学生と町民との割合は 

 

 

 

 

② 町内循環バスは将来的に必要ではないか 

 

 

 

 

③ なぜ、朝日ヶ丘公園に停留所はないのか 

 

 

 

 

町 長 

 
 

 
 
 
 

 

 

２．ふれあいトークの

参加状況はどうなの
か、問題点をどう考
えているか 

① 住民参加として重要な広聴事業であるが、なぜ少なく

なるのか 

 

 

 

 

② 双方向性（行政―町民）事業としての意義とは 

  町長答弁と質問者との間にギャップはないのか 

 

 

 

 

町 長 

 

教育長 

３．女満別幼稚園の改
築についてどう考え
るか 

①子ども・子育て会議での議論はどうなっているのか 
 
 
 
 
 

 
 
 

教育長 
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◆ 一般質問者：【議席番号 ７番 齋 藤 宏 司  議員】           Ｎｏ．４ 

質 問 事 項 質 問 の 要 旨 質問相手 

１．合併後に調整が必

要な事務事業の進捗
状況について 

① 平成１８年３月に旧女満別町と旧東藻琴村が合併し、

大空町として本年で１０年目を迎えました。 

  今年度は水道料金の改定が行われるなど、大空町とし

て徐々に形づけられてきていますが、合併協議の際に「合
併後に調整が必要である」と整理された事務事業の進捗
状況と課題等について伺います。 

  また、先般「議会報告会」の東藻琴地区において、「合

併特例債の５年間延長を踏まえ、新町建設計画の作成が
必要となってくるので、住民の声が反映できる地域審議
会やそれに代わる組織が引き続き必要である」との意見

がありました。私も必要であると考えます。 

  町長の思いや考えについて、差し支えのない範囲で伺
いたいと思います。 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

町 長 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


